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可
決
し
た
意
見
書
等

 

（
要
旨
）

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

　

青
色
申
告
者
を
含
む
小
規
模
事
業

者
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
長
期
的
な

景
気
の
低
迷
に
続
き
、
世
界
規
模
の

経
済
状
況
の
悪
化
に
よ
り
危
機
的
か

つ
深
刻
な
状
況
に
あ
り
、
ま
た
、
雇

用
不
安
の
拡
大
、
金
融
事
情
の
悪
化
、

後
継
者
不
足
な
ど
、
様
々
な
危
機
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
環
境
の
中

で
、
小
規
模
事
業
者
は
厳
し
い
経
営

を
強
い
ら
れ
、
家
族
を
含
め
て
そ
の

生
活
基
盤
は
圧
迫
さ
れ
続
け
て
い
る

現
状
に
あ
る
。

　

ま
た
、
小
規
模
事
業
者
の
み
な
ら

ず
多
く
の
都
民
が
、
税
や
社
会
保
障

費
な
ど
の
負
担
の
増
加
に
あ
え
い
で

い
る
実
態
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
東
京
都
に
お

い
て
は
次
の
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
、

多
く
の
小
規
模
事
業
者
等
が
そ
の
適

用
を
受
け
て
い
る
。

（
１
）
小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る

都
市
計
画
税
を
２
分
の
１
と
す
る
軽

減
措
置
は
、
都
民
の
定
住
確
保
と
地

価
高
騰
に
伴
う
負
担
の
緩
和
を
目
的

と
し
て
昭
和
63
年
度
に
創
設
さ
れ
て

以
来
、
多
く
の
小
規
模
事
業
者
と
都

民
が
適
用
を
受
け
て
い
る
。

（
２
）
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す

る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を

２
割
減
額
す
る
減
免
措
置
は
、
過
重

な
負
担
の
緩
和
と
中
小
企
業
の
支
援

を
目
的
と
し
て
平
成
14
年
度
に
創
設

さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
小
規
模
事
業

者
と
都
民
が
適
用
を
受
け
て
い
る
。

（
３
）
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資

産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
負

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下
げ

る
減
額
措
置
は
、
負
担
水
準
の
不
均

衡
の
是
正
と
過
重
な
負
担
の
緩
和
を

目
的
と
し
て
、
平
成
17
年
度
に
創
設

さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
小
規
模
事
業

者
と
都
民
が
適
用
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
厳
し
い
環
境
下
に
お
い
て
、

都
独
自
の
施
策
と
し
て
定
着
し
て
い

る
こ
れ
ら
の
軽
減
措
置
が
廃
止
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
と
、
小
規
模
事
業
者

の
経
営
や
都
民
の
生
活
は
更
に
厳
し

い
も
の
に
な
り
、
ひ
い
て
は
地
域
社

会
の
活
性
化
の
み
な
ら
ず
、
日
本
経

済
の
回
復
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

よ
っ
て
、
豊
島
区
議
会
は
、
東
京

都
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
強

く
要
望
す
る
。

１　

小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都

市
計
画
税
を
２
分
の
１
と
す
る
軽
減

措
置
を
、
平
成
31
年
度
以
後
も
継
続

す
る
こ
と
。

２　

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
２

割
減
額
す
る
減
免
措
置
を
、
平
成
31

年
度
以
後
も
継
続
す
る
こ
と
。

３　

商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産

税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
負
担

水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下
げ
る

減
額
措
置
を
、
平
成
31
年
度
以
後
も

継
続
す
る
こ
と
。

（
東
京
都
知
事
あ
て
）

（仮称）マンガの聖地としまミュージアムイメージ
※トキワ荘の外観に加え、玄関、階段、共同炊事場、
便所、マンガ家の居室を再現したマンガ・アニメ
ミュージアムを 2020 年 3月整備予定。（南長崎花
咲公園内・南長崎三丁目９番 22号）

平成 30 年第 4 回定例会は、11 月 20 日から 12 月 10 日までの 21
日間にわたって開会されました。
　今定例会では、各会派議員による一般質問が行われたほか、区
長提出議案 16 件を可決、議員提出議案は 1件を可決しました。
　陳情は、1件を採択、3件を閉会中の継続審査としました。

「(仮称)マンガの聖地としまミュージアム
新築工事請負契約について」などを可決
「(仮称)マンガの聖地としまミュージアム
新築工事請負契約について」などを可決


